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至西宮北口�

至今津�

阪
神
国
道�

阪
急
今
津
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今
津
西
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津
門
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阪神バス阪神バス�
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西宮社保�

国道2号�

西宮�
消防署�
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�
�
�
�
�
�
�

国民年金に関するほとんどの事務は、４月か
ら国の機関である社会保険事務所が取り扱って
います。社会保険事務所は、国民年金や
厚生年金など公的年金に関する総合的な
相談窓口です。

西宮社会保険事務所（西宮社保）の位置図

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に

関
す
る
事
務
に
つ
い
て
も
、
社

会
保
険
事
務
所
が
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
。

西
宮
市
の
管
轄
は
、
西
宮
社

会
保
険
事
務
所
で
す
。
所
在
地

は
津
門
大
塚
町
８
―
２６
。
５
月

に
移
転
し
て
い
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
各
種
年
金
に

関
す
る
一
般
的
な
相
談
（
０
７

９
８
・
３
３
・
１
２
８
５
）
▽

保
険
料
の
納
付
な
ど
に
関
す
る

相
談
（
０
７
９
８
・
３
７
・
２

２
８
４
）

【
相
談
時
間
】
本
人
の
記
録

に
関
す
る
相
談
…
午
前
９
時
１５

分
〜
正
午
と
午
後
１
時
〜
４
時

半
▽
そ
の
他
の
質
問
や
相
談
…

午
前
９
時
〜
正
午
と
午
後
１
時

〜
５
時
１５
分

※
来
所
相
談
希
望
者
は
、
事

前
に
用
意
す
る
書
類
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

※
電
話
相
談
の
場
合
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
、
回
答

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

【
交
通
】
阪
急
「
阪
神
国
道

駅
」
下
車
、
徒
歩
約
１
分
▽
Ｊ

Ｒ
「
西
ノ
宮
駅
」
下
車
、
徒
歩

約
１０
分
▽
阪
神
バ
ス「
北
今
津
」

下
車
、
徒
歩
約
１
分

�
社
会
保
険
庁
の
年
金
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

国
民
年
金
に
関
す

る
様
々
な
情
報
を
紹
介
。
ア

ド
レ
ス
は
「h

ttp
���w
w
w
.

n
e
n
k
in
.g
o
.jp
�

」

国
民
年
金
に
関
す
る
事
務
の

一
部
は
、
４
月
以
降
も
市
が
引

き
続
き
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
�

左
表
参
照
。

手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど

に
つ
い
て
は
、
事
前
に
年
金
課

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
�
０
７

９
８
・
３
５
・
３
１
２
４
）
へ

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
各
支
所
・

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
も

手
続
き
で
き
ま
す
。

年金は生涯のパートナー
として、あなたやあなた
の家族に安心を運びます

母
子
家
庭
な
ど
に
支
給
し
て

い
る
「
児
童
扶
養
手
当
」
の
制

度
内
容
が
、
８
月
か
ら
変
わ
り

ま
す
。
新
し
い
制
度
に
よ
る
支

給
は
１２
月
支
給
分
（
８
月
分
〜

１１
月
分
）
か
ら
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
は
年
金
課（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
１
９
０
）
へ
。
主
な

変
更
点
は
次
の
と
お
り
。

�
所
得
の
範
囲
な
ど
�

�
児
童
の
父
か
ら
扶
養
義
務

を
履
行
す
る
た
め
に
受
け
取
る

養
育
費
の
８０
％
を
、
母
の
所
得

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
り

ま
す�

こ
れ
ま
で
収
入
か
ら
控
除

し
て
い
た
寡
婦
控
除
と
寡
婦
特

例
控
除
を
、
控
除
し
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
他
特
別
障

害
者
控
除
を
４０
万
円
（
現
行
３５

万
円
）
に
引
き
上
げ
ま
す

�
所
得
制
限
額
と
手
当
額
�

�
所
得
制
限
額
…
世
帯
人
員

な
ど
に
よ
り
所
得
制
限
額
は
異

な
り
ま
す
。
母
と
児
童
１
人
の

母
子
世
帯
を
例
に
と
る
と
、
所

得
額
５７
万
円
（
収
入
額
１
３
０

万
円
）
未
満
の
場
合
は
「
全
部

支
給
」
に
、
所
得
額
が
５７
万
円

以
上
２
３
０
万
円
未
満
（
収
入

額
が
１
３
０
万
円
以
上
３
６
５

万
円
未
満
）
の
場
合
は
「
一
部

支
給
」
に
な
り
ま
す

�
手
当
額
…
一
部
支
給
の
手

当
額
を
変
更
し
、
所
得
に
応
じ

て
異
な
り
、
き
め
細
か
く
定
め

て
い
ま
す
�
上
表
参
照

�
市
へ
の
事
務
委
譲
�

都
道
府
県
が
行
っ
て
い
る
認

定
・
支
給
事
務
を
、
市
が
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す

※第１号被保険者…自営業・
学生・無職の人など、厚生年金
や共済組合に加入していない２０
歳以上６０歳未満の人

年
金
課
は
、
児
童
手
当
や
児

童
扶
養
手
当
、
市
民
福
祉
金
な

ど
に
関
す
る
事
務
を
行
っ
て
い

ま
す
。
制
度
に
よ
り
支
給
要
件

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
人
は
年
金
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
９

０
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
や

児
童
扶
養
手
当
な

ど

子
ど
も
の
健
全
な
成
長
を

願
っ
て
児
童
手
当
な
ど
を
支
給

し
て
い
ま
す
。
所
得
制
限
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

【
児
童
手
当
】
対
象
は
義
務

教
育
就
学
前
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
。
支
給
期
間
は
６
歳

到
達
後
最
初
の
年
度
末
ま
で

※
児
童
手
当
の
現
況
届
の
提

出
�
右
欄
参
照

【
児
童
扶
養
手
当
】
対
象
は
、

父
と
の
死
別
（
遺
族
年
金
な
ど

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
に
限
る
）
や
父
母
の
離
婚
な

ど
に
よ
り
父
と
生
計
を
と
も
に

で
き
な
い
か
、
重
度
障
害
な
ど

の
父
を
も
つ
、
児
童
の
母
か
養

育
者
。
支
給
期
間
は
１８
歳
到
達

後
最
初
の
年
度
末
ま
で

※
児
童
扶
養
手
当
の
制
度
変

更
�
右
欄
参
照

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】
対

象
は
障
害
程
度
が
中
度
以
上
の

２０
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る

人
市
独
自
の
制
度
と
し
て
、
市

内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
ん

で
い
る
障
害
者
や
遺
児
に
市
民

福
祉
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

に
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

【
障
害
福
祉
金
】
対
象
は
身

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

軽
度
以
上
の
判
定
書
ま
た
は
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交

付
さ
れ
て
い
る
人

※
す
で
に
手
帳
な
ど
を
交
付

さ
れ
て
い
て
申
請
が
ま
だ
の
人

は
、
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い

【
遺
児
福
祉
金
】
対
象
は
１８

歳
未
満
の
児
童
（
高
校
な
ど
に

在
学
中
の
と
き
は
２０
歳
未
満
）

で
、
両
親
ま
た
は
父
か
母
が
い

な
い
状
態
か
、
父
ま
た
は
母
が

重
度
障
害
の
人

国
民
年
金
の
制
度
的
な
理
由

に
よ
り
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
外
国
人
な
ど
の
高
齢
者

や
重
度
障
害
者
に
、
市
独
自
の

制
度
と
し
て
「
外
国
人
等
高
齢

者
・
重
度
障
害
者
特
別
給
付
金
」

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

児
童
手
当
の
現
況
届

提
出
を
忘
れ
ず
に

児
童
手
当
の
受
給
者
に
、
現

況
届
用
紙
を
６
月
上
旬
に
送
り

ま
し
た
。
現
況
届
が
提
出
さ
れ

な
い
場
合
、
支
給
を
保
留
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
年
金
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
９

０
）
へ
問
合
せ
を
。

児童扶養手当の手当月額（８月分から）

一部支給

４万２３６０円～１万円
（現行２万８３５０円）

４万７３６０円～１万５０００円
（現行３万３３５０円）

５万３６０円～１万８０００円
（現行３万６３５０円）

全部支給

４万２３７０円

４万７３７０円

５万３７０円

区分

児童
１人

児童
２人

児童
３人

手当額など変わる

西宮社会保険事務所へ

児童扶養手当

年年金金にに関関すするる相相談談・・請請求求はは

様
々
な
手
当
や
給
付

市
独
自
の
制
度
な
ど
紹
介

市
が
４
月
以
降
も

取
り
扱
っ
て
い
る
事
務

外
国
人
等
高
齢
者
・

重
度
障
害
者
に

◎第１号被保険者の加入届及
び転入届

◎保険料の免除申請（学生納
付特例を含む）

◎任意加入の手続き

◎老齢基礎年金の請求（第１
号被保険者期間のみを有す
る人）

◎障害基礎年金の請求（初診
日が、�第１号被保険者期
間、�２０歳前、�６０歳以降
６５歳未満の人）

◎遺族基礎年金の請求（死亡
日が第１号被保険者期間の
人）

◎寡婦年金・死亡一時金の請
求

◎障害基礎年金・遺族基礎年
金・寡婦年金を受けている
人の死亡時の届け出

◎老齢福祉年金を受けている
人の住所・支払郵便局など
の変更届及び死亡時の届け
出

特
別
給
付
金

障
害
者
や
遺
児
に

市
民
福
祉
金

（４）平成１４年（２００２年）７月１０日


